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本院の位置する東員町は、第 4 期高齢者福祉計画、介護保険事業計画においても、「認

知症予防と認知症高齢者施策の充実」を重点施策と掲げ、認知症に取組む方針が明確で

あり、県内一の認知症サポーター数を目指し、また、認知症連携担当者を配置するなど

認知症高齢者を見守る仕組みづくりに熱心に取組んでいる。認知症疾患医療センターと

して、東員町をはじめ近隣市町との連携を更に密にし、モデル的な認知症ネットワーク

が構築できればと考えている。認知症対策は高齢者対策そのものであり、認知症対策な

くして、安心安全な社会の構築は困難であると思われる。 認知症疾患医療センターと

しても、単なる医療の一助としてだけでなく、認知症疾患医療連携協議会を通して、町

の認知症施策の実現のために、可能な限り協力をしていきたいと考えている。認知症対

策を医療としてのみ捉えるのは、課題の矮小化であり、厚生労働省だけでなく、総務省

や国土交通省とも連携した包括的な施策の実現が望まれる。 
 
９ り  

今後とも、県をはじめ多方面からのアドバイス、ご指導をいただきながら、更に地域

に信頼されるセンターとなるべく職員一同が一丸となり努力していく所存である。報告

の場を与えていただき、三重県健康福祉部長寿社会室および関係者の皆様に感謝致しま

す。 
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